
地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

１　地方消費税（交付金）引上げ分（社会保障財源化分）歳入決算額 1,406,318 千円

２　社会保障施策に要する経費 千円　※１

３　２の経費の内、一般財源充当額 6,857,941 千円

1,406,318 千円

【社会保障施策に要する経費とその財源内訳】 （単位：千円）

国・県
支出金

市　債 その他

地方消費税
（交付金）引
上げ分
（社会保障財
源化分）

その他

生活保護 961,754 690,558 0 18,545 40,035 212,616

児童母子福祉
（児童手当、私立保育所、子ども医療等）

5,019,409 3,409,573 0 98,679 559,074 952,083

障がい者高齢福祉 3,219,963 2,211,114 0 7,010 158,750 843,089

社会福祉 773,340 715,301 0 339 9,143 48,557

小　　　計 9,974,466 7,026,546 0 124,573 767,002 2,056,345

国民健康保険（一般会計繰出金） 631,003 463,102 0 0 26,605 141,296

介護保険（一般会計繰出金等） 1,489,745 90,838 0 0 221,669 1,177,238

後期高齢者医療（一般会計繰出金） 1,623,239 204,018 0 0 224,888 1,194,333

小　　　計 3,743,987 757,958 0 0 473,162 2,512,867

保健衛生（母子保健） 1,756,612 1,202,183 0 744 87,736 465,949

予防健康（予防接種、健康診断等） 1,076,860 497,464 0 84,516 78,418 416,462

小　　　計 2,833,472 1,699,647 0 85,260 166,154 882,411

16,551,925 9,484,151 0 209,833 1,406,318 5,451,623

※１

※２

16,551,925

消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会
保険及び保険衛生に関する施策をいう。）に要する経費　※２

４　３の一般財源充当額の内、地方消費税交付金引上げ分（社会保障財源化分）
　　充当額

事　　業　　名 経　費

財源内訳

特定財源 一般財源

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合　　　　　計

別紙の「社会保障関係費の推移」の総事業費R4決算の額18,786,900千円と上の表の経費の合計16,551,925
千円が異なるのは、 地方消費税（交付金）引上げ分（社会保障財源化分）は、事務職員の人件費や事務費に充
てることができないこと、また各施設の管理費、高齢者交通費助成等を除いているためです。

地方消費税収（引上げ分）については、地方税法第７２条の１１６において、消費税法第１条第２項に規定する社
会保障４経費（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策
に要する経費）を含む社会保障施策（社会保障４経費に予防接種、健康診断、障がい者サービスを加える）に充
てることとされています。


